
上手な医療のかかり方の普及・啓発
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ピーク時の半分以下に減少！

宮崎県立延岡病院 夜間・休日救急患者数
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第１回上手な医療のかかり方を広める
ための懇談会 （H30.10.5）吉田構成員資料



取り組みのポイント①医療機関のかかり方
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取り組みのポイント②市民の意識改革

市民の
危機感

１．地元紙等マスコミでの
連日の報道

・マスコミの発信力の活用
・地域医療の現状を発信

２．市民団体の立ち上げ・
署名活動

・一部の市民
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取り組みのポイント②市民の意識改革

他人事
↓

自分事

３．市民から市民への啓発活動

・「市民の責務（かかりつけ医、適正受診、
感謝の気持ち、健診受診）」の実行

４．自分に出来ることを・・・

・多数の市民が参加
・医療サービスから医療資源へ

納得
・

覚悟
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取り組みのポイント③市民の不安解消

かかりつけ医を
見つけよう！

延岡市内の地域ごと
の医療機関の診療科
目・診療時間などが

記載

小児科受診の前に
開いてみよう！

＃８０００の冊子版

時間外受診の前に
まず電話相談！

赤ちゃんからお年寄り
まですべての世代に

対応しています 6



全国の市町村で初めて制定（平成21年9月29日）

基 本 理 念

地域医療を守る 健康長寿を目指す

行政の責務

①地域医療を守るための施策の推進
②健康長寿を推進するための施策の実施

市民の責務

①かかりつけ医を持つ
②適正な受診
③医師等に対する信頼と感謝
④健（検）診の積極的受診と

日頃からの健康管理

医療機関の責務

①患者の立場の理解と信頼関係の醸成
②医療機関相互の機能分担と業務連携
③医療の担い手の確保と

良好な勤務環境の保持
④健（検）診への協力

三者
それぞれの
責務を規定
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第１回上手な医療のかかり方を広める
ための懇談会 （H30.10.5）吉田構成員資料



第５回上手な医療のかかり方を広める
ための懇談会 （H30.12.17）資料２
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医療のかかり方に関する取組に関する課題について

民間団体、企業、保険者、自治体などの取組がどのように受診行動の変革につながったのか、課題は何か。
（ヒアリング等により把握）

医療機能情報提供制度があまり認知されていないのではないか。

子ども医療電話相談事業（#8000）についても認知度が
低いのではないか。

※ 救急安心センター事業（#7119）についても導入する自治体が増えてきており、現在、全国14カ所において行
われている。

医療機能情報提供制度の認知度等

出典：平成29年度厚生労働科学研究（研究代表者：福井次矢、研究課題：医療
情報の適切な評価・提供及び公表等の推進に関する研究）
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※平成26年7月に施行した「母子保健に関する世論調査」（内閣府大臣官房政府広報室）
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※平成29年度#8000情報収集分析事業

第５回上手な医療のかかり方を広める
ための懇談会 （H30.10.5）資料３



子ども医療電話相談事業（#8000）

○47 都道府県で実施 （平成 30年４月１日現在）

○実施日は地域の実状に応じた対応

○実施時間帯は概ね準夜帯（19:00 ～23:00）をカバー

○携帯電話からも短縮番号「#8000」への接続が可能

地域の小児科医師等による小児患者の保護者等向けの電話相談

地域の小児医療体制の補強と医療機関の機能分化の推進

全国どこでも患者の症状に応じた適切なアドバイスが受けられる

• 小児患者の症状に応じた迅速な対応
• 緊急性の有無を伝えることによる保護者の不安解消
地域医療介護総合確保基金により支援（平成26年度～）

実施状況

事業概要 平成16年に13都道府県から開始 → 平成22年には47都道府県へ
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第５回上手な医療のかかり方を広める
ための懇談会 （H30.10.5）参考資料２



#8000の認知度（調査）

平成26年7月に施行した「母子保健に関する世論調査」
内閣府大臣官房政府広報室
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○病院に行った方がいいの？

○救急車を呼んだ方がいいの？

○応急手当はどうしたらいいの？

概 要

住民が急な病気やけがをしたときに、救急車を呼んだほうがいいのか、今すぐ病院に

行ったほうがいいのかなど迷った際の相談窓口として、専門家から電話でアドバイスを受
けることができる。

相談を通じて、病気やけがの症状を把握した上で、以下をアドバイス。
○救急相談

例）緊急性の有無※１、応急手当の方法、受診手段※２

○適切な医療機関を案内※３

※１ 直ちに医療機関を受診すべきか、2時間以内に受診すべきか、24時間以内か、明日でも良いか等。
※２ 救急車を要請するのか、自分で医療機関に行くのか、民間搬送事業者等を案内するのか。
※３ 適切な診療科目及び医療機関等の案内を行う。

【イメージ図】

医療機関の案内

住民
医師・看護師・相談員が相談に対応

・病気やけがの症状を把握

・緊急性、応急手当の方法、受診手段、

適切な医療機関などについて助言

相談内容に緊急性があった場合、

直ちに救急車を出動させる体制を構築

原則、２４時間３６５日体制

迅速な救急車の出動

緊急性の高い症状

#7119（救急安心センター事業）

緊急性の低い症状

専用回線
（♯７１１９）

#7119（救急安心センター事業）の全国展開
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４ 普及状況と人口カバー率

【＃7119以外の番号で実施している団体】(県単位の実施)

山形県、栃木県、千葉県、香川県

※24時間体制ではない

【実施団体】

都道府県全域

宮城県（約233万人）、埼玉県（約727万人）、
東京都（約1,352万人）、新潟県（約230万人）
大阪府内全市町村（約884万人）
奈良県（約136万人）、福岡県（約510万人）

一部実施

札幌市周辺（約205万人）、横浜市（約372万人）
神戸市（154万人）、田辺市周辺（約9万人）

【平成30年度以降、実施予定の団体】

鳥取県
広島市周辺

※奈良県、福岡県については、事業の位置づけについて整理中
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国民の
『３７．９％』

平成30年４月１日現在

※人口は平成27年国勢調査によ
る



医療機能情報提供制度について

医療機関等に対して、医療を受ける者が医療機関等の選択を適切に行うために必要な情報
（医療機能情報）について、都道府県への報告を義務付け、都道府県がその情報を集約し、
わかりやすく提供する制度

創設前

医療機関等の広告
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等による広報

※ 医療機関等からの
任意情報

院内掲示 等

現行制度

（平成19年4月～）

医

療

機

関

等

都
道
府
県

住

民

医療機関等管理者
は、医療機能情報
を都道府県に報告

集約した情報をｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で
わかりやすく提供
医療安全支援センター等に
よる相談対応・助言

医療機能情報を医療機関等において閲覧に供すること（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可）
正確かつ適切な情報の提供（努力義務）
患者等からの相談に適切に応ずること（努力義務）

① 管理・運営・サービス等に関する事項（基本情報（診療科目、診療日、
診療時間、病床数等）、アクセス方法、外国語対応、費用負担等）

② 提供サービスや医療連携体制に関する事項（専門医（広告可能なも
の）、保有設備、対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セ
カンドオピニオン対応、クリティカルパス実施、地域医療連携体制等）

③ 医療の実績、結果等に関する事項（医療安全対策、院内感染対策、診療
情報管理体制、治療結果分析の有無、患者数、平均在院日数等）

① 必要な情報は一律提
供

② 情報を集約化
③ 客観的な情報をわか

りやすく提供
④ 相談助言機能の充実

視点

医療機能情報の具体例

医療機関等に関する
情報を入手する手段

35



医療機能情報提供制度の利用実態
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○医療機能情報提供制度の認知度は１１％。利用者のうち91％は役立ったと評価している。

出典：平成29年度厚生労働科学研究（研究代表者：福井次矢、研究課題：医療情報の適切な評価・提供及び公表等の推進に関する研究）
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自治体の取組例
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救急医療のかかり方

23

第５回上手な医療のかかり方を広める
ための懇談会 （H30.11.12）参考資料１
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（中略）

茨城県城里町

http://www.town.shirosato.lg.jp/page/page002981.html
【救急医療のかかり方をHP掲載】
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愛媛県新居浜市

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hoken/
【救急医療のかかり方をHP掲載】



東京都の補助金を活用した小児救急に関する普及啓発事業

東京都による医療保健政策区市町村包括補助事業（小児救急普及啓発事業）による補助を受け、
市区町村が小児救急に係る普及啓発事業を展開。

http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/shussan/syonigidebook.html

練馬区「小児救急医療のご案内」文京区「子どもの救急・急病ガイドブック」

https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/iryo/iryokikan/kyujitsu/ind
ex.html

6

事業の概要

活用例



地域医療を守るための取組
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【地域医療を守る条例を制定しHP掲載】

山口県周南市

https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/28/3544.html



29

【尾道市地域医療を守る条例を制定しHP掲載】

広島県尾道市

https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/19/15358.html
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【加賀市の地域医療を守る条例を制定しHP掲載】

石川県加賀市

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kenkoufukushi/tikiiryou/iryou_2.html
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【地域医療を守り・育てる住民活動をHP掲載】

宮崎県小林市

http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?cont=131226183939
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【地域医療を育む住民活動をHP掲載】
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-
410/iryokaigosougoukakuho/tiikinoiryoutokaigowohagukumujyuuminkatudou.html

【シンポジウム
の開催結果を
まとめた啓発冊
子を活用して各
団体が啓発】

静岡県
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【医療と健康のまちづくり応援団行動計画を策定しHP掲載】

北海道稚内市

https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/files/00010700/00010768/koudoukeikaku.pdf
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【 医療機関 】

様々な団体が主体的に、地域医療を守るための特色ある取組を展開している

夏休み医療探検講座を開催 医学生との交流の機会を創出 地域医療ドキュメンタリー番組を制作 出前講座などを実施

【 企 業 】 【大 学 】 【行 政 】
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【小山の地域医療を考える市民会議をHP掲載】

栃木県小山市

http://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/38/1468.html



【安芸太田町地域医療を守る会をHP掲載】
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【ツイッター掲載】

【ブログでも追随】

広島県安芸太田町

http://www.akiota.jp/kenko/page_000018.html
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【益田の医療を守る市民の会をHP掲載】 https://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/174/246.html

島根県益田市



37

【飯南町の医療を守り支援する会をHP掲載】

島根県飯南町

http://www.iinan.jp/information/news/438



かかりつけ医や相談ダイヤル
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【かかりつけ医についてHP掲載】

佐賀県唐津市

https://www.city.karatsu.lg.jp/hoken/hokeniryou/kakaritukei.html



乳児検診等における取組

40



群馬県前橋市における情報提供

概要

41

○乳幼児健診や全戸訪問の際などに、群馬県が作成したパンフレット等を用い、小児医

療のかかり方や#8000の周知を実施。

コンテンツの紹介

○乳幼児健診や全戸訪問の際に群馬県作成のパンフレット「子どもの救急ってどんなとき？」を配付

○出生後、予防接種等の情報を案内する際に名刺
サイズの＃８０００のチラシを封入

○前橋市独自で作成の母子手帳の別冊資料や子育
てガイドブックに夜間救急についての情報を掲載 ○幼児健診や健康相談・教室で＃８０００等の情報提供を実施

http://www.pref.gunma.jp/03/d1010006.html



（参考）群馬県における#8000の認知度向上と実績

#8000の認知度

42

#8000実績（平成30年３月末日現在）

調査年度 H21 H24 H25 H26 H29
調査者 群馬県医務課 群馬県広報課 群馬県少子化対策・青

少年課
群馬県小児科医会 群馬県渋川保健福祉

事務所

調査対象 子育て中の保護者 中学生までの子どもが
いる家庭

子育て中の保護者 15歳未満の受診者の
保護者

保育園利用者

回答者数 170 229 1,829 861 186
認知度 44.1% 74.2% 75.9% 79.8% 88.7%
利用経験者割合（分母：回答者） 15.3% 14.4% - 45.9% 61.3%



今年度の国における取組

43
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①小中学生を対象とした医療のかかり方改善の必要性と好事
例の普及啓発

②国民全体に医療のかかり方の重要性に気づいてもらうため
の普及啓発

③#8000の周知

④#7119の周知（存在する地域のみ）

⑤信頼できる医療情報サイトの構築

⑥上手な医療のかかり方普及月間（仮称）の実施

⑦民間企業における普及啓発

⑧アワード表彰式の開催（２月頃）

医療のかかり方に係る普及啓発に向けた
国の令和元年度の取組

毎年11月を国民が医療のかかり方を考えるきっかけに

※11月30日は人生会議の日

⇒名称については9月頃発表予定



本表彰制度は、保険者・医療機関・企業・各種団体・自治体等において、「いのちをまもり、
医療をまもる」国民プロジェクトで掲げる５つの方策を中心に、医療のかかり方の改善に
資する優れた取組の奨励・普及を図ることを目的としたものです。

「いのちをまもり、医療をまもる！アワード（仮称）」

目的（コンセプト） スケジュール（予定）

２０１９年８月２３日 日本健康会議２０１９で
アワード概要説明

２０１９年１１月～１２月 募集期間

２０２０年１月初旬 一次審査（書類審査）
１月中旬 二次審査（審査会）
１月末 受賞候補者通知

２０２０年２月 表彰式（最終審査）

募集テーマ

（１）患者・家族の不安を解消する取組を最優先で実施すること
（２）医療の現場が危機である現状を国民に広く共有すること
（３）緊急時の相談電話やサイトを導入・周知・活用すること
（４）信頼できる医療情報を見やすくまとめて提供すること
（５）チーム医療を徹底し、患者・家族の相談体制を確立すること
※（１）～（５）複数項目に関連する取組も可とします。

募集部門

（１）保険者 ：全国健康保険協会、健康保険組合連合会、国保健康保険中央会
（２）医療関係者：病院、診療所、医師会・病院団体等の関連団体
（３）企業 ：一般企業
（４）民間団体 ：市民団体等
（５）自治体 ：都道府県、市町村
（６）チラシ部門特別賞：上記(1)～(5)共通で募集テーマに合致した

ＰＲチラシのうち、特に秀でたものを表彰します。

表 彰

（１）厚生労働大臣 最優秀賞（１件）
（２）厚生労働省局長 保険者部門優秀賞（１件）／医療関係者部門優秀賞（１件）

企業部門優秀賞（１件）／民間団体部門優秀賞（１件）
自治体部門優秀賞（１件） ／チラシ部門特別賞（１件）

受賞後の特典

（１）受賞取組内容を「信頼できる医療情報サイト
（Web）」に掲載！

（２）受賞ロゴマークが使用可能！
（３）各種メディアの他、厚生労働省関係の媒体・

イベント等でも受賞者を紹介

応募先・応募方法

応募先 ：「いのちをまもり、医療をまもる！
アワード」事務局

応募方法：書類を郵送またはメール送付


